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政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
政
治
資
金
監
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

（
政
治
資
金
監
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
十
七
条

法
第
十
九
条
の
十
三
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め

第
十
七
条

法
第
十
九
条
の
十
三
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
代
表
者
、
会
計
責
任
者
又
は
会
計
責

一

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
代
表
者
、
会
計
責
任
者
又
は
会
計
責

任
者
に
事
故
が
あ
り
若
し
く
は
会
計
責
任
者
が
欠
け
た
場
合
に
そ
の

任
者
に
事
故
が
あ
り
若
し
く
は
会
計
責
任
者
が
欠
け
た
場
合
に
そ
の

職
務
を
行
う
べ
き
者
の
配
偶
者

職
務
を
行
う
べ
き
者
の
配
偶
者

二

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
役
職
員
又
は
そ
の
配
偶
者

二

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
役
職
員
又
は
そ
の
配
偶
者

三

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団

三

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
に
あ
つ
て
は
、
同
号
の
公
職
の
候
補
者
又
は
そ
の
配
偶
者

体
に
あ
つ
て
は
、
同
号
の
公
職
の
候
補
者
又
は
そ
の
配
偶
者

四

法
第
十
九
条
の
十
三
第
一
項
の
政
治
資
金
監
査
を
受
け
る
こ
と
と

（
追
加
）

な
る
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
法
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書
に
係

る
年
の
最
初
の
日
か
ら
当
該
政
治
資
金
監
査
の
最
初
の
日
の
前
日
ま

で
の
期
間
内
に
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
代
表
者
、
会
計
責
任
者

又
は
会
計
責
任
者
に
事
故
が
あ
り
若
し
く
は
会
計
責
任
者
が
欠
け
た

場
合
に
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
で
あ
つ
た
者
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政治資金規正法施行規則（昭和 50 年自治省令第 17 号） 

○別記様式 新旧対照表 

改  正  案 現     行 

第６号様式（第２条関係） 

（略） 
（備考） 
１ （略） 
２ １以上の市町村（特別区を含む。）の区域（指定都市にあつては、

その区又は総合区の区域）又は選挙区の区域を単位として設けられ

る支部にあつては、「□」内に「✓」を記入すること。 
３ （略） 

 
第２０号様式（第１２条関係） 

（略） 
（備考） 

１・２ （略） 
３ １以上の市町村（特別区を含む。）の区域（指定都市にあつて

は、その区又は総合区の区域）又は選挙区の区域を単位として設

けられる支部にあつては、「□」内に「✓」を記入すること。 

 

第２１号様式（第１２条関係） 

（略） 

（備考） 

１ （略） 

２ １以上の市町村（特別区を含む。）の区域（指定都市にあつて

は、その区又は総合区の区域）又は選挙区の区域を単位として設

けられる支部にあつては、「本政党の○○県○○市を単位として

設けられる支部」というように記載すること。 

３ （略） 

第６号様式（第２条関係） 

（略） 

（備考） 

１ （略） 

２ １以上の市町村（特別区を含む。）の区域（指定都市にあつては、

その区     の区域）又は選挙区の区域を単位として設けられ

る支部にあつては、「□」内に「✓」を記入すること。 

３ （略） 

 

第２０号様式（第１２条関係） 

（略） 

（備考） 

１・２ （略） 

 ３ １以上の市町村（特別区を含む。）の区域（指定都市にあつて

は、その区     の区域）又は選挙区の区域を単位として設

けられる支部にあつては、「□」内に「✓」を記入すること。 

 

第２１号様式（第１２条関係） 

（略） 

（備考） 

１ （略） 

２ １以上の市町村（特別区を含む。）の区域（指定都市にあつて

は、その区     の区域）又は選挙区の区域を単位として設

けられる支部にあつては、「本政党の○○県○○市を単位として

設けられる支部」というように記載すること。 

３ （略） 

 




